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市
民
及
び
市
民
自
治

第
２
章

市
民
は
、
地
域
に
お
け
る
自
治

活
動
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
等
の
社
会
貢
献
活
動
そ
の
他
の

自
主
的
な
活
動
を
推
進
す
る
た
め
に
主
体

的
に
組
織
等
を
作
り
、
他
の
何
人
か
ら
も

干
渉
さ
れ
ず
、
自
由
に
自
立
し
た
活
動
を

営
む
こ
と
が
で
き
る
。

r

市
民
は
、
地
域
の
諸
課
題
の
解
決
に
向

け
て
自
ら
行
動
し
、
市
民
自
治
を
実
現
す

る
た
め
、
ま
ち
づ
く
り
を
主
体
的
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

s

市
民
は
、
前
２
項
の
活
動
を
行
う
と
き

に
、
自
ら
の
発
言
及
び
行
動
に
責
任
を
持

つ
と
と
も
に
、
市
民
相
互
の
連
帯
及
び
責

任
に
基
づ
き
、
互
い
の
意
見
及
び
行
動
を

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
三
鷹
市
の
市
民
自
治
の
実
績
で
あ
る
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
条
例
の
理
念

や
「
み
た
か
市
民
プ
ラ
ン
21
会
議
」
の

「
会
議
の
基
本
ル
ー
ル
」
な
ど
を
踏
ま
え
、

市
民
の
自
由
な
自
治
活
動
の
権
利
（
第
１

項
）、
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
権
利
（
第

２
項
）、
市
民
間
の
ル
ー
ル
等
（
第
３
項
）

説
　
明

第
４
条 地

域
に
お
け
る
市
民
の

権
利
、
責
務
等

に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

市
民
は
、
市
政
の
主
権
者
で
あ

り
、
市
政
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
政
に
参
加
し
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
不
利
益
な
扱
い
を
受
け

な
い
。

r

市
民
は
、
市
政
情
報
に
関
し
知
る
権
利

を
有
す
る
と
と
も
に
、
自
己
に
係
る
個
人

情
報
の
開
示
及
び
適
正
な
措
置
を
請
求
す

る
権
利
を
有
す
る
。

s

市
民
は
、
法
令
又
は
条
例
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
納
税
の
義
務
を
負
う
と
と
も

に
、
適
正
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
権

利
を
有
す
る
。

・
参
加
は
、
市
民
の
発
意
と
自
由
意
思
に

基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
参
加
し
な
い
又
は

で
き
な
い
市
民
が
、
参
加
し
な
か
っ
た
こ

と
を
も
っ
て
不
利
益
な
扱
い
を
受
け
な
い

よ
う
、
市
は
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

・
情
報
公
開
条
例
及
び
個
人
情
報
保
護
条

例
で
保
障
す
る
、
知
る
権
利
や
個
人
情
報

の
開
示
請
求
権
等
を
市
民
の
有
す
る
権
利

説
　
明

第
５
条 市

政
に
お
け
る
市
民
の

権
利
、
責
務
等

市
議
会

第
３
章

市
議
会
は
、
地
方
自
治
法
（
昭

和
22
年
法
律
第
67
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

市
民
の
直
接
選
挙
に
よ
り
信
託
を
受
け
た

議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
意
思
決
定
機

関
で
あ
り
、
市
民
の
信
託
に
応
え
る
た
め
、

事
案
の
決
定
、
市
政
の
監
視
及
び
け
ん
制

を
行
う
も
の
と
す
る
。

r

市
議
会
は
、
市
民
へ
の
情
報
提
供
を
積

極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
市
民
に
開

か
れ
た
議
会
運
営
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

s

市
議
会
は
、
前
２
項
の
役
割
、
責
務
等

を
果
た
す
た
め
、
市
議
会
の
持
つ
権
能
を

６
第
７
条 

市
議
会
の
役
割
、
責
務
等

最
大
限
に
発
揮
し
て
活
動
す
る
も
の
と
す

る
。

・
市
議
会
に
は
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に

よ
り
、
市
政
に
お
け
る
重
要
な
意
思
決
定

や
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
を
行
う

権
限
が
あ
り
、
自
治
を
担
う
上
で
重
要
な

役
割
と
し
て
こ
れ
ら
を
自
治
基
本
条
例
で

改
め
て
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
権
限
を

最
大
限
に
発
揮
し
、
市
民
の
信
託
に
応
え

る
こ
と
な
ど
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

・
市
議
会
は
市
民
へ
の
積
極
的
な
情
報
提

供
を
行
い
、
市
民
と
の
情
報
の
共
有
化
を

図
り
、
開
か
れ
た
市
議
会
を
確
立
す
る
こ

と
を
定
め
て
い
ま
す
。

説
　
明

と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。

・
市
民
が
、
信
託
し
た
自
治
体
に
対
し
て

税
を
納
め
、
税
の
再
配
分
と
し
て
、
適
正

な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
と
い

う
「
自
治
の
原
点
・
原
則
」
に
つ
い
て
定

め
て
い
ま
す
。「
三
位
一
体
改
革
」
の
税
源

移
譲
に
よ
る
地
方
分
権
が
進
め
ら
れ
る
流

れ
の
中
で
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
と
市

民
の
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
自
己
決
定

を
図
る
と
い
う
「
歳
入
の
自
治
」
と
「
歳

出
の
自
治
」
の
確
立
の
重
要
性
も
踏
ま
え

て
、
こ
の
規
定
を
定
め
て
い
ま
す
。

事
業
者
等
は
、
自
由
に
自
立
し

た
活
動
を
営
む
と
と
も
に
、
市
民
及
び
市

と
相
互
に
連
携
及
び
協
力
を
図
り
、
協
働

の
担
い
手
と
し
て
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す

る
権
利
を
有
す
る
。

r

事
業
者
等
は
、
法
令
及
び
条
例
に
定
め

る
責
務
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
市
民
と

と
も
に
地
域
社
会
を
構
成
す
る
も
の
と
し

て
の
社
会
的
責
任
を
自
覚
し
、
地
域
社
会

と
の
調
和
を
図
り
、
安
全
で
う
る
お
い
の

あ
る
快
適
な
環
境
の
実
現
及
び
ま
ち
づ
く

り
の
推
進
に
寄
与
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

第
６
条 事

業
者
等
の
権
利
、

責
務
等

ば
な
ら
な
い
。

・
事
業
者
等
は
、
地
域
社
会
を
構
成
す
る

一
員
と
し
て
役
割
や
責
務
を
担
う
こ
と
を

明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
ま
ち
づ
く
り
に

参
加
す
る
権
利
を
保
障
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
一
般
の
企
業
に
と
ど
ま
ら
ず
、
非
営

利
活
動
団
体
な
ど
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

・
本
条
で
は
事
業
者
等
の
役
割
や
責
務
に

関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
定
め
て
い
ま
す

が
、
ま
ち
づ
く
り
条
例
や
環
境
基
本
条
例

な
ど
で
具
体
的
な
責
務
等
を
定
め
て
い
ま

す
。

説
　
明

市
議
会
は
、
議
会
の
活
性
化
に

努
め
る
と
と
も
に
、
独
自
の
政
策
提
言
及

び
政
策
立
案
の
強
化
を
図
る
た
め
、
立
法

活
動
、
調
査
活
動
等
を
積
極
的
に
行
う
も

の
と
す
る
。

・
市
議
会
は
、
市
民
の
多
様
な
意
見
を
反

映
さ
せ
た
独
自
の
政
策
立
案
を
行
い
、
条

例
案
と
し
て
提
出
す
る
な
ど
政
策
立
案
機

説
　
明

第
８
条 市

議
会
の
立
法
活
動
、

調
査
活
動
等

能
や
、
市
長
の
提
案
す
る
予
算
・
決
算
や

国
の
制
度
改
正
な
ど
に
つ
い
て
の
意
見
を

提
出
す
る
な
ど
の
政
策
提
言
機
能
を
有
し

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
強
化
を
図
る
た
め
、

立
法
活
動
等
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と

を
定
め
て
い
ま
す
。

・
第
３
章
の
市
議
会
の
規
定
以
外
に
も
、

主
体
が
「
市
は
」
と
な
っ
て
い
る
規
定
は

市
議
会
も
含
ま
れ
る
た
め
、「
情
報
公
開

等
」、「
個
人
情
報
の
保
護
」
な
ど
の
規
定

に
よ
る
責
務
等
は
、
市
議
会
に
も
適
用
さ

れ
る
も
の
と
な
り
ま
す
。

市民会議・審議会等の会議の公開に関する制度についても、パブリックコメントと同様に、自治基本条例
（第30条第3項）に制度の概要を定め、市民会議、審議会等の会議の公開に関する条例を制定して具体的な手
続等を定めました。
対象となる会議は、市の実施機関が設置する市民会議・審議会

等で、市民・学識者などの意見を市政に反映させるため、それら
の方々を構成員とする審議、審査、調査又は調停を行う会議です。
制度の概要としては、会議公開の原則、会議開催の1週間前ま

でにインターネットを利用した方法などによる事前公表や、会議
が公開されるときは、傍聴者への会議資料の提供、会議録の写し
をインターネット等で閲覧できるようにすることなどです。
パブリックコメントや会議の公開については、規則や要綱で実

施している団体もありますが、三鷹市は開かれた市政運営と市民
参加の一層の推進を図るため、いずれも条例による制度化が必要
であると考えました。これらの制度については情報公開制度と同
様に、今後、どの自治体も取り組みを進めることになると思われ
ますが、両制度を条例化したのは三鷹市が初めてです。

市民会議、審議会等の会議の公開に関する条例


